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「生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理」（案）について（概要） 

  「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」（座長：宮本太郎中央大学教授）にお
いて、「生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理」をとりまとめ。 

 今後、社会保障審議会に部会を設置し、この論点整理を踏まえた生活困窮者自立支援法の見直しについて
検討を深める予定。 

１．生活困窮者自立支援制度の効果（施行後２年間の状況） 



（９）支援を行う枠組みに関する論点 
• 制度理念の法定化、人材養成研修のあり方 

• 基礎自治体を支援する都道府県の役割、町村部の施行に町村役場が当事者とし
て参画する枠組みの必要性 

• 社会福祉法人が行う生活困窮者に対する支援との連携 

まだ支援につながっていない生
活困窮者への対応 
• 自ら自立相談支援機関へ相談

することの難しい人にも確実に
支援することが必要 

• 経済的困窮かどうかに関わら
ず、すべての相談を断らないこ
とを徹底することが必要 

（１）自立相談支援事業のあり方に関する論点 

• 自立相談支援事業において自治体が支援員をしっかりと配置できるような枠組み
の必要性 

• 関係機関において既に生活困窮の端緒を把握している人をしっかりと相談につな
げる仕組みの必要性（生活保護、税部門、学校等） 

• 都道府県等の関係機関（地域自殺対策推進センター等）との連携強化 
• 法の対象者のあり方 

支援メニューの不足 
• 地域に就労の場等を求める取

組は試行錯誤している自治体
も多い段階 

• 就労準備支援・家計相談支援
は、支援において不可欠だが、
実施率は約３割～４割 

• 住まいを巡る課題への支援の
不足 

• 当座の資金ニーズへの対応 
• 生活保護の支援との一貫性の

確保の必要性 
 

対象者に応じた支援の必要性 
• 貧困の連鎖防止・子どもの貧

困への対応、高齢の生活困窮
者への支援が社会的課題 

 

自治体の取組のばらつき 
• 先進的に取り組む自治体と取

組が脆弱な自治体の差の拡
大 

（２）就労支援のあり方に関する論点 
• 就労準備支援事業の必須化 

• 自治体における無料職業紹介の積
極的な取組 

• 認定就労訓練事業所に対する経済
的インセンティブ 

２．今後さらなる対応を要する課題と主な論点 

（３）家計相談支援のあり方に関する論点 
• 家計相談支援事業の必須化 

（４）子どもの貧困への対応に関する論点          

• 子どもの学習支援事業の内容の標
準化と、貧困の連鎖防止のための総
合的な事業としての再構築 

• 学習支援を世帯支援につなげる 

（５）一時生活支援のあり方に関する論点 
• 一時生活支援事業の広域実施推進 

（６）居住支援のあり方に関する論点 
• どのような居住支援が考えられるか 

（７）高齢者に対する支援のあり方の論点 
• 高齢者への就労、居住支援 
• 高齢期になる前の予防的支援 

（８）関連する諸課題に関する論点 
• 生活福祉資金の貸付要件等の見直し 

• 生活保護との間での支援の一貫性の
確保 
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１．これまでの経過 ２．論点整理検討会の構成 

○生活困窮者自立支援法 
        （平成二十五年法律第百五号）附則 
（検討） 
第二条  政府は、この法律の施行後三年を目途

として、この法律の施行の状況を勘案し、生活困
窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方
について総合的に検討を加え、必要があると認め
るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。 
○経済・財政再生計画 改革工程表（抄） 

平成29（2017）年度の次期生活保護制度の在り方
の検討に合わせ、第２のセーフティネットとしての
生活困窮者自立支援制度の在り方について、関
係審議会等において検討し、検討の結果に基づ
いて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに
係る2018年通常国会への法案提出を含む）。 

 生活困窮者自立支援法（平成２７年４
月施行）附則に定める施行３年後の検
討規定、「経済・財政再生計画改革工
程表」を踏まえ、検討を開始。 

 昨年１０月から「生活困窮者自立支援
のあり方に関する論点整理のための検
討会」を開催。 

（座
長
） 

※五十音順、敬称略 


